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育児休業給付制度が変わります!! 

育児休業 の２回までの 分割取得 と、 

産後パパ育休（出生時育児休業）の制度が施行されます。 
 

令和４年 10 月から 

詳しくは、お近くの都道府県労働局・ハローワークにお尋ねください。 

▼都道府県労働局所在地一覧 

https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html  ▶▶ 

▼全国のハローワーク所在地一覧 

https://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html ▶▶ 

 

▶ 申出期限 原則休業の２週間前まで 原則１か月前まで 原則１か月前まで

▶ 分割取得
分割して２回取得可能（初めに

まとめて申し出ることが必要）

分割して２回取得可能

（取得の際にそれぞれ申出）
原則 分割不可

▶ 休業中の就業
労使協定を締結している場合に

限り、労働者が合意した範囲
原則 就業不可 原則 就業不可

▶ １歳以降の再取得
特別な事情がある場合に限り

再取得可能
再取得不可

産後パパ育休（R4.10.1 ～）

育休とは別に取得可能
育児休業制度（R4.10.1 ～） 育児休業制度（現行）

原則子が１歳

※最長２歳まで

原則子が１歳

※最長２歳まで

育休開始日は１歳、

１歳半の時点に限定

▶ 対象期間・

　 取得可能日数

子の出生後８週間以内に

４週間まで取得可能

▶ １歳以降の延長 育休開始日を柔軟化

今月号の 

内容は… 

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/indus1/shigoto/shushoku/sodan/kinro.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   第１部：10:00～12:00 

第２部：14:00～16:00 

長時間労働是正 と メンタルヘルス対策 をテーマとして 

企業が対応すべき実務上のポイントについて解説します。 

 

県ホームページ e-kanagawa 電子申請にてお申込みください。 

※事前申込制、先着順 https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dh3/cnt/f7598/ ▶▶ 

 藤沢市役所 本庁舎 8 階  

８－１、２会議室 

 

2022 

12 / 1 木 
場 所 

企業経営者及び人事労務担当者など各回ともに 45 人（先着順） 

 

対 象 

第 1 部…………令和５年４月１日から中小企業の時間外労働割増賃金率が引き上げられます！ 

長時間労働是正のために労務管理者が取り組むべき対策 

講師：オフィスパドマ社会保険労務士前迫京美事務所 社会保険労務士 前迫 京美 氏 

第 2 部…………中小企業が取り組むメンタルヘルス対策 

 講師：社会保険労務士法人中村・中辻事務所 社会保険労務士 中辻 めぐみ 氏 

 

日 時 

申 込 

神奈川県かながわ労働センター湘南支所  0463-22-2711（代表） 

市産業労働課労政担当          0466-50-8222（直通） 
問い合わせ 

事業主、企業の人事労務担当者、管理職の方 向け 

過重労働解消のためのセミナー 

―健康に生き生き働ける職場づくりのために― 
 

・法令、ガイドライン等のポイント解説    ・過重労働に関連する裁判例 

・過重労働解消のための取組みのポイント   ・過重労働解消に関する企業の取組事例 など 

 

セ ミ ナ ー 内 容 

開 催 詳 細 

2022 年 9 月末～12 月中旬まで  日程 各回 ２時間３０分 

 

時 間 

①オンライン開催（ZOOM によるウェビナー）：４４回開催 

②会場開催：５回開催（東京・大阪で各２回、愛知で１回開催） 

 

方法 

問い合わせ・申し込み 

過重労働解消のためのセミナー専用 Web サイト https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/ ▶▶ 

 03-5283-1030（平日 10：00～17：00） 

 

参加費 無料 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/dh3/cnt/f7598/
https://kajyu-kaisyou-zenkiren.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がい者と企業との出会いの場として、 

求職者のお申込みをお待ちしております。 

を開催します！ 

藤 沢 ・ 戸 塚 障 害 者 

合 同 面 接 会 

求職者申込期間      ▶▶  2022 年 10 月 11 日（火）～10 月 24 日（月） 

申し込み・問い合わせ  ▶▶ ハローワーク藤沢（専門援助部門） 0466-23-8609(47#) 

 

場所       秩父宮記念体育館 

 

2022 

10 / 26 水 

13:00～15:30 （開場 12：30） 

※完全 

予約制 

最低賃金は ￥1,071 /１時間 になります 

神奈川県の 

令和４年 10 月１日から、神奈川県の最低賃金は時間額 1,071 円（31 円引き上げ）となります。 

神奈川県の最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称を問わ

ず、すべての労働者とその使用者に適用されます。 

 

神奈川労働局労働基準部賃金室       045-211-7354 問い合わせ 

最低賃金の引上げにより 

影響を受ける中小企業に対する支援 を実施しています 

◆働き方改革推進支援助成金（団体推進コース） 

業種別の事業主団体が、傘下企業の生産性向上と

労働者の賃金引上げを目的とした販路拡大のため

に行う市場調査や、新たなビジネスモデル開発な

どの取組に対して助成されます。 

◆業務改善助成金 

生産性向上のための設備投資などを行い、事業場

内で最も低い賃金（事業場内最低賃金）を一定額

以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、

その設備投資などにかかった経費の一部が助成さ

れます。 

 

詳しくはこちら▶▶ 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawaroudoukyoku/news_topics/topics/_120514.html 

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawaroudoukyoku/news_topics/topics/_120514.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活習慣病予防講演会 （ 糖 尿 病 ） 4 
令和 

年度 

４０代からの糖尿病予防 

～あなたは大丈夫？HbA1c５．６％以上は黄色信号！～ 

 
糖尿病の初期には、自覚症状がほとんどありません。 

HbA1c５．６％以上は、糖尿病予備軍であり、血糖値だけでなく、中性脂肪や肝臓の数値が高くなって

きている方も注意が必要です。 

藤沢市では、４０代から糖尿病が増える傾向にあり、５０代以上の男性の肥満が全国平均を上回っています。 

今なら間に合う、糖尿病予防のための生活のポイントをお伝えします。 

 

① 会場での講演 定員 ５０人 

日時：11/2（水）14：00～16：00 

場所：藤沢市保健所・南保健センター２階 

(新型コロナウイルスの感染状況等により変更になる場合がございます） 

藤沢市在住・在勤・在学の方 

さわ内科糖尿病クリニック  

院長 沢 丞 先生 

(日本糖尿病学会認定糖尿病専門医) 

市ホームページ「電子申請・申請書ダウンロード」より電子申請 

① 10/7（金）から 10/26（水）まで 

② 10/7（金）から 11/ 4（金）まで 

 

② YouTube でのアーカイブ配信 

11/9（水）～11/30（水） 
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申し込みはこちらから！ 

①    ② 

事業所５人以上でグループ歩数チャレンジに 

参加してみませんか？ 参加受付中！ 

トクトク歩数チャレンジ 

-第 2 回- 
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働く世代の歩数を増やして”健康寿命日本一のまち”を目指そう! 

2022 

10 / 1 

 

土 11 / 30 

 

水 ～ 

健康づくり課 ▶▶ ☎ 0466-50-8430 FAX 0466-50-0668 ✉ fj-kenko-z@city.fujisawa.lg.jp 

 

問い合わせ 

＼ 詳細はこちら ／ 


